
 

 

 

 

 

 令和５年９月１６日（土）、理事１７名、監事３名が出席し、令和５年度第３回理事会を開催し

ました。協議事項は５件、すべて承認されました。協議事項の主なものを報告します。 

協議１．会長の代行順序（案）について、第２回の理事会で副会長２名が選定されたばかりで

あり、第３回の理事会までの間は、木下副会長が第１位として、第２位以降は決定せず対応をし

てきましたが、今回、あらためて、定款第３８条及び理事の職務権限規程第８条により、会長の

代行順位について、日本看護協会の決め方を参考にし、役員歴が長い木下副会長を１位、２

位を井口副会長、３位を鶴田副会長とすることを提案し、全理事一致で承認されました。 

協議２．令和６年度通常総会の日程（案）について、令和６年６月１５日（土）の開催として提案

し、全理事一致で承認されました。協議３．令和６年度重点目標・事業計画の１１月から３月ま

でのスケジュールについて、提案し、全理事一致で承認されました。１１月の理事会では、上半

期事業進捗報告と令和６年度の日本看護協会の重点政策に準じて重点目標・事業案の検討

協議、令和６年１月の理事会では、事業計画・内容の検討協議、同年３月の理事会では、事業

計画（案）予算（案）及び事業概要と実施内容の検討協議を行うよう、令和６年度に向け、計

画的に進めていきます。協議４．学会委員会の委員について、新任４名、再任２名を提案し、全

理事一致で承認されました。協議５．人事について、定款４６条３項及び理事会運営規則第９

条第５項に基づき、在宅支援事業部の重要な職員の選任について提案し、全理事一致で承認

されました。 

また、主な報告事項として、行政への要望について、長崎会館解体に伴う移転計画について、

特定行為研修推進補助事業について等の進捗状況を報告しました。なお、長崎会館解体に伴

う移転計画については、８月、在宅支援事業部の職員に対しての説明会を開催しました。現在、

移転先の物件について、情報収集を進めているところです。 

理事会終了後、７月に各医療機関へ「看護職確保について」のアンケートを実施し、その集計

結果を基に、意見交換（グループワーク）を行いました。看護職確保については、今後も引き続

き、理事間での情報共有を行っていく予定です。 
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